
 

 

 

   

公聴会とは 公開の場で、都市計画の原案に対してご意見を発表いただく機会です。 

公聴会で意見を述べる場合は、意見書の提出が必要です。 

 １ 都市計画原案の縦覧 令和５年１０月に開催した説明会のルートと同じものになります             

○縦覧期間 令和６年１０月７日（月）から令和６年１０月２１日（月） 土日祝日は除く ８時３０分から１７時１５分  

○縦覧場所 山梨県 都市計画課（甲府市丸の内１-６-１）、中北建設事務所 都市整備課（甲府市貢川２-１-８） 

   北杜市 まちづくり推進課（北杜市須玉町大豆生田９６１-１） 

            韮 崎 市  建 設 課 （ 韮 崎 水 神 １ -３ -１ ） 、甲 斐 市  都 市 計 画 課 （ 甲 斐 市 篠 原 ２ ６ １ ０ ） 

○県都市計画課のホームページでもご覧いただけます 山梨県都市計画課  🔍検索 

 

 ２ 公聴会の開催日時・場所                                       

○日時 令和６年１２月２１日（土） 午前１０時～ 

 （予備日 令和６年１２月２２日（日） 午前１０時～ 意見を述べられる方が多数の場合などに開催） 
      ※公述人がおらず、公聴会を開催しない場合、もしくは、予備日に渡って開催する場合は、１２／２までに 

県都市計画課のホームページでお知らせします。 

○場所 須玉ふれあい館（北杜市須玉町若神子５２１－１７） 予備日も同会場 

 

 ３ 公聴会でご意見を述べたい方は、意見書を提出すると共に当日発表をお願いします        

○提出方法 意見の要旨、住所、氏名及び電話番号を記載した書面（裏面参照）を持参、 

又は郵送にて提出してください。 

○提出期間 令和６年１０月７日（月）から令和６年１０月２１日（月） 土日祝日は除く ８時３０分から１７時１５分（必着） 

○提出先 中北建設事務所 都市整備課（〒４００－００６５ 甲府市貢川２－１－８） 

         電話０５５－２２４－１６７１ 

○対象者 北杜市、韮崎市、甲斐市の住民や当案件の利害関係者 
※公聴会はご意見を聞く場であり、ご意見等に対する回答はその場では行いませんので予めご了承 

ください。また、山梨県都市計画公聴会規則により質問できませんので予めご了承ください。 

 

 ４ 公聴会の傍聴                                          

○公聴会を傍聴したい方は、当日、直接会場にお越しください。（定員約３００名） 

○来場者が多数の場合や混雑状況により入場をお断りすることがあります。 

○公述の申し出がない場合は、公聴会を開催いたしませんので、あらかじめご了承ください。 

○公聴会は説明会と異なり、傍聴の方は発言することはできません。 
 

 お問い合わせ先                                               

  山梨県 都市計画課 計画担当 〒４００－８５０１ 甲府市丸の内１－６－１ 

ＴＥＬ ０５５-２２３-１７１６   ＦＡＸ ０５５-２２３-１７２４ 

中部横断自動車道（双葉ＪＣＴ～長野県境） 

（都市計画道路 双葉・韮崎・清里幹線） 

都市計画原案の縦覧および公聴会開催について 

※説明会ではありませんのでご注意願います 



 （参考１） 公聴会の手続きの流れ                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （参考２） 意見書の参考書式                                       

書式は山梨県都市計画課のホームページに掲載しております 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （参考３） 公聴会に係る留意事項                                    

１○公述する場合は意見書提出期間内に意見書の提出が必要です。当日の申し込みはできませんのであらかじめご了承ください。 

 ○意見書に記載された意見の内容が都市計画原案に関係ないものは選定されません。 

 ○同種の趣旨の意見がある場合は公述人を選定させていただく場合があります。 

 ○一人あたりの公述時間は１５分程度を目安としますが、公述人の人数に応じて制限することがあるためあらかじめご了承ください。 

 ○公述の順番は、公述申出書の受付順となります。 

 ○公聴会は意見を聴く場であり質問等は受け付けませんのでご了承ください。 

 ○公聴会での意見等の記録については「山梨県都市計画審議会」の資料として提出します。また、個人のプライバシーに配慮した上で、公

表することもありますのでご了承ください。 
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